
（公社）沖縄県シルバー人材センター連合
TEL（０９８）８７１‐０３３０

高齢者活躍人材確保育成事業

清掃スタッフ講習
7月22日(水)～7月23日(木）
那覇市内/受講料:無料

八重瀬町にお住いでシルバーセンターで
就業を希望する60歳以上の方お問合せ下さい！

期　間:
開催地:

広告欄

交通遺児育英会奨学金制度
交通遺児育英会奨学金制度とは、

保護者等が道路における交通事故
で死亡したり、重い後遺障害で働け
ないため、経済的理由で修学が困難
な高等学校以上の生徒・学生に奨学
金の貸与を行う事業です。制度や事
業内容について詳しく知りたい方
は、「公益財団法人 
交通遺児育英会」ま
でお問い合わせくだ
さい。

１．保護者が交通事故で死亡・重度後遺障害となった家庭の
お子様が対象

２．高校生以上の生徒・学生に貸与
３．奨学金は無利息
４．奨学金 月額２万円～１０万円（大学などは一部給付あり）
５．入学一時金 ２０万円～８０万円（１年次１回限り・全額貸与）
６．返還は最長２０年
７．入学前の予約申請制度あり
８．「海外語学研修」「奨学生の集い」など高校生向け制度あり
（本会が費用負担）
９．「学生寮」「家賃補助」など大学生・専修生向け制度あり

《 お問い合わせ｜公益財団法人 交通遺児育英会 奨学課｜☎03-3556-0773 》

令和8年度に特別支援教育諸学校（盲学校・聾学校・特別支援学校）への入学、または小・中学校の
特別支援学級への入級、通級指導教室への通級を希望する幼児・児童・生徒の保護者は、下記の連
絡先にご相談、お申し込みください。
※特別支援教育諸学校への入学や特別支援学級への入級等は、保護者の希望だけで決定されるの
ではなく、「八重瀬町教育支援委員会」の医師や専門家による判定が必要になります。

○第1次申請締切　6月1日（月）～6月29日（月）
全対象 ※小２～小６、中２は最終締切日

○第2次申請締切　6月1日（月）～8月3日（月）
対象：現在年長児、現在小１児童、現在中１生徒のみ

「特別支援教育諸学校」「特別支援学級」 
「通級指導教室」の申込み

保育園・こども園の在園児

保育園等に通園していない幼児
小・中学校児童生徒

▶ 各園・こども園、または
児童家庭課  ☎098‐998‐7163

▶ 八重瀬町保健センター　 ☎098‐998‐1149
▶ 各小・中学校、または
教育委員会 学校教育課  ☎098‐998‐7571

－交通遺児育英会奨学金制度の概要－
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《 お問い合わせ｜児童家庭課｜☎098-998-7163 》

現況届は、手当を受けている方（受給者）の６月１日時点のお子さんの養育状況や所得を確認し、
引き続き児童手当等を受ける要件を満たしているかどうかを確認する重要な届出です。
現況届のご提出がない場合には、６月分以降の児童手当が受給できなくなりますので、下記の

とおり郵送または来庁し必ず提出してください。
※現況対象者にはご自宅へ案内文を送付いたしますので、送付があった方は期限内に忘れないよう
ご提出ください。

※令和８年１月２日以降に八重瀬町に転入してきた方は所得照会事務及び審査のため10分程度お
時間を要します。

※マイナンバーカードのみお持ちの方はマイナポータルアプリから健康保険証資格情報の写しを添付
ください。

※受給者とは、児童を監護している父または母のうち所得の高い方をいいます。
※受給者と配偶者の所得が今年度以降も逆転が見込まれる場合、受給者変更があり
得ることをご了承ください。
※配偶者が別居している方は配偶者氏名記入欄に氏名及び個人番号（マイナンバー）
の記入をお願いします。

【注意事項】
・不備等がありましたらご連絡しますので、携帯電話等必ず連絡のとれる電話番号の記入をお願い
します。
・現況届の受給者および配偶者同意欄は、必ず直筆でお願いします。
・郵送の際、不備書類のないよう確認お願いします。不備があった場合、再提出をお
願いする場合がありますのでご了承ください。
・顔写真入り個人番号（マイナンバー）カードをお持ちの方は、ワンストップサービス
でＰＣ・スマートフォンからも申請することができます。
 詳しくは、「ぴったりサービス」で検索！！

令和８年度 児童手当現況届

八重瀬町役場 児童家庭課

６月１日（月）～６月30日（火） ※土・日・祝日・慰霊の日を除く
※受付時間は9時～16時（※12時～13時を除く）

・児童手当現況届 送付書類（◎裏面申告書もご記入ください）

・受給者（父または母）の保険資格確認書（ま
たは健康保険証）の写し
 または健康保険の資格情報のお知らせの写し※

・別居監護申立書（18歳未満の児童と受給者
の住所が異なる方）
・マイナンバーが記載された住民票（配偶者や
児童が県外にいらっしゃる方）

◎個人番号（マイナンバー）は配偶者の所得
照会や別居児童の住民票照会に必要です。

・監護相当・生計費の負担についての確認書 
（22歳年度末までの児童が３人以上いる方で、
19～22歳年度末までの児童が学生以外の方）
・別居監護を証明する書類（受給者と19～22 
歳年度末までの児童の住所が異なる方）

◎別居監護を証明する書類例
・児童への直近３か月分の送金記録の写し
・児童の住居地の賃貸契約書（契約者が受給
者及び保護者のもの）
・配送伝票 　・在学証明が確認できる書類
・マイナンバーが記載された住民票 など

◎児童手当現況届の裏面に貼り付けして提出
してください。

必要書類等 確認事項
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